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    □ 製品販売の協力 □ その他（               ）       
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KT-NET研究会所属 （参画したい研究会にチェックをお付け下さい） 
 

□ 先端 ICT・ビジネス研究会&顔の見えるサービス・ビジネス研究会 
□ Webソリューション・ビジネス研究会&Android・技術評価研究会 
□ 日台ソフトウェア・ビジネス研究会 
 ※参加会員規定をご用意している研究会もございます。あらかじめ事務局にご確認下さい。 

（※ご紹介された場合は会員名をご記入下さい）
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平
成
１
３
年
７
月
１
日
 
制
定
 
（
初
版
）

 
平
成
１
８
年
１
０
月
２
０
日
 
改
定
 
（
第
７
版
）

 
 

第
1
章
 
総
則

 
 第
１
条
（
定
義
）

 
本
規
約
に
お
い
て
、
次
の
各
項
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

 
１
．
当
社
 
東
京
シ
ス
テ
ム
ハ
ウ
ス
株
式
会
社
を
い
う
。

 
２
．
本
会
 

K
no

w
le

dg
e 

an
d 

Te
ch

no
lo

gy
 in

fo
rm

at
io

n 
N

et
w

or
k （
以
下
、

K
T-

N
E

T
と
い
う
）
と
し
、
当
社
が
運
営
す
る
。

 
３
．
会
員

 
（
１
）
特
別
会
員
、
一
般
会
員
、
賛
助
会
員
（
以
下
、
会
員
と
総
称
す
る
。
）
は

本
規
約
を
承
諾
の
う
え

K
T-

N
E

T
入
会
申
請
を
行
い
、
当
社
が
入
会
を

適
当
と
認
め
た
法
人
を
い
う
。

 
（
２
）
特
別
会
員
、
一
般
会
員
は
、
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
も
し
く
は
そ
れ
に
関
わ
る

事
業
を
営
む
も
の
を
い
う
。

 
（
３
）
賛
助
会
員
は
、
前
項
に
該
当
し
な
い
も
の
で
、
本
会
の
目
的
に
賛
同
し
、

そ
の
事
業
に
協
力
し
よ
う
と
す
る
も
の
を
い
う
。

 
４
．
製
品
等

 
当
社
、
会
員
あ
る
い
は
株
式
会
社

K
D

D
I研
究
所
（
以
下
、

K
D

D
I研
究
所

と
い
う
）
が
保
有
す
る
技
術
・
プ
ロ
ダ
ク
ト
や
サ
ー
ビ
ス
等
、
本
会
が
取
り

扱
う
も
の
全
般
を
い
う
。

 
 第
２
条
（
目
的
）

 
本
会
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
代
表
さ
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
の
到
来
に
向
け

て
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
／
ビ
ジ
ネ
ス
分
野
に
お
い
て
魅
力
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
・
サ
ー
ビ

ス
・
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
発
を
支
援
す
る
為
に
、
製
品
等
を
会
員
お
よ
び
エ

ン
ド
ユ
ー
ザ
に
提
供
す
る
と
と
も
に
会
員
・
当
社
・

K
D

D
I研
究
所
相
互
間
に
お

い
て
知
識
・
技
術
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ビ
ジ
ネ
ス
を
発
展
さ
せ
、
健
全
な

高
度
情
報
化
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 
 第
３
条
（
組
織
）

 
１
．
本
会
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
決
定
す
る
た
め
の
運
営
委
員
会
を

置
く
。

 
２
．
第
４
条
に
規
定
す
る
活
動
を
遂
行
す
る
た
め
の
部
会
を
置
く
。
各
部
会
に
は
、

具
体
的
な
テ
ー
マ
を
遂
行
す
る
た
め
の
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
を
置
き
、
こ
れ
を

活
動
単
位
と
す
る
。

 
３
．
部
会
・
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
活
動
支
援
、
会
員
の
製
品
等
の
販
売
・
販
売
支
援
、

そ
の
他
、
本
会
を
円
滑
に
運
用
す
る
た
め
に
事
務
局
を
置
く
。
事
務
局
は
、

当
社
お
よ
び

K
D

D
I研
究
所
に
よ
り
構
成
す
る
。

 
 第
４
条
（
活
動
内
容
）

 
本
会
は
、
第
２
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
活
動
を
行
な
う
。

 
１
．
製
品
等
に
関
す
る
情
報
の
提
供
。

 
２
．
製
品
等
の
提
供
と
教
育
。

 
３
．
製
品
等
を
利
用
し
た
事
業
化
を
支
援
す
る
た
め
の
活
動
。

 
４
．
会
員
相
互
間
へ
の
ビ
ジ
ネ
ス
の
紹
介
・
仲
介
な
ど
の
活
動
。

 
５
．
そ
の
他
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
活
動
。

 
 第
５
条
（
会
員
情
報
の
提
供
等
）

 
１
．
本
会
は
、
会
員
か
ら
申
告
さ
れ
た
会
社
概
要
、
事
業
内
容
、
保
有
す
る
製
品
・

技
術
者
情
報
な
ど
の
情
報
を
、
本
会
の
会
員
お
よ
び
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
に
対
し

て
公
開
で
き
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
会
員
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ

り
会
員
情
報
を
公
開
が
出
来
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
事
務
局
に
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

 
２
．
会
員
お
よ
び
本
会
は
顧
客
に
対
し
、
自
社
が
権
利
を
有
す
る
商
標
等
で
あ
っ

て
別
途
指
定
す
る
も
の
を
、
本
会
に
お
け
る
製
品
等
の
宣
伝
及
び
販
売
の
た

め
に
使
用
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
も
の
と
す
る
。
許
諾
を
受
け
た
当
事
者
は
、

当
該
使
用
に
際
し
、
許
諾
を
行
っ
た
当
事
者
が
別
途
指
定
す
る
使
用
条
件
に

従
う
も
の
と
す
る
。

 
３
．
本
会
は
特
別
会
員
及
び
一
般
会
員
に
対
し
、
会
員
の
登
記
事
項
証
明
書
、
印

鑑
証
明
書
、
会
社
経
歴
書
、
決
算
資
料
等
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

 
  第
６
条
（
会
費
）

 
１
．
会
員
は
、
別
に
定
め
る
支
払
条
件
に
基
づ
き
会
費
を
本
会
に
支
払
う
も
の
と

す
る
。

 
２
．
本
会
は
、
会
員
に
対
し
て
少
な
く
と
も

30
日
前
の
通
知
に
よ
り
、
会
費
の

金
額
を
変
更
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 
３
．
本
会
は
、
契
約
解
除
の
他
、
い
か
な
る
理
由
に
お
い
て
も
、
会
員
に
対
し
会

費
を
返
還
し
な
い
も
の
と
す
る
。

 
 第
７
条
（
有
効
期
間
）

 
１
．
会
員
と
し
て
の
有
効
期
間
は
、
入
会
申
込
の
日
か
ら
翌
年
同
月
末
ま
で
と
す

る
。
但
し
、
会
費
の
入
金
が
な
さ
れ
た
時
点
か
ら
、
会
員
の
効
力
が
発
生
す

る
も
の
と
す
る
。

 
２
．
前
項
の
期
間
満
了
の
１
ヶ
月
前
ま
で
に
、
会
員
か
ら
書
面
に
よ
る
解
約
の
申

し
出
が
無
い
限
り
、
更
に
１
年
間
自
動
的
に
延
長
さ
れ
る
も
の
と
し
、
以
後

も
同
様
と
す
る
。

 
 第
８
条
（
退
会
及
び
除
名
）

 
本
会
か
ら
退
会
を
希
望
す
る
会
員
は
、
書
面
で
本
会
に
届
け
出
す
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
本
会
の
信
用
・
名
誉
を
毀
損
し
た
場
合
ま
た
は
設
立
の
趣
旨
に
反
す
る
行
為

を
し
た
場
合
ま
た
は
１
年
に
わ
た
り
会
費
を
滞
納
し
た
場
合
に
は
、
運
営
委
員
会

の
議
決
に
よ
り
会
員
を
除
名
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 第
９
条
（
会
員
資
格
の
喪
失
に
伴
う
権
利
及
び
義
務
）

 
会
員
が
第
８
条
よ
り
そ
の
会
員
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
は
、
本
会
に
関
す
る
権
利

を
失
い
、
義
務
を
免
れ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
不
履
行
の
義
務
（
第
１
０
条
、

第
１
２
条
、
第
１
３
条
、
第
１
５
条
第
２
項
、
第
２
６
条
、
第
４
章
の
全
て
）
に

関
し
て
は
、
こ
れ
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。

 
 第
１
０
条
（
秘
密
保
持
）

 
会
員
、
当
社
お
よ
び

K
D

D
I
研
究
所
は
、
本
会
を
通
じ
て
知
り
得
た
お
互
い
の

顧
客
お
よ
び
技
術
上
、
営
業
上
の
一
切
の
秘
密
を
他
に
漏
洩
し
な
い
も
の
と
す
る
。

万
一
違
反
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
会
員
、
当
社
、

K
D

D
I研
究
所
ま
た
は
顧
客
が
被

っ
た
損
害
に
つ
い
て
当
事
者
は
損
害
賠
償
の
責
を
負
う
も
の
と
す
る
。
但
し
次
の

各
項
の
一
に
該
当
す
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

 
１
．
知
り
得
た
時
点
で
既
に
公
知
で
あ
っ
た
も
の
。

 
２
．
知
り
得
た
時
点
で
既
に
自
ら
が
所
有
し
て
い
た
も
の
。

 
３
．
知
り
得
た
後
に
、
自
ら
の
責
め
に
よ
ら
ず
公
知
と
な
っ
た
も
の
。

 
４
．
第
三
者
か
ら
秘
密
保
持
義
務
を
負
う
こ
と
な
く
正
当
に
入
手
し
た
も
の
。

 
５
．
自
ら
独
自
に
開
発
し
た
も
の
。

 
 第
１
１
条
（
合
意
管
轄
）

 
会
員
お
よ
び
当
社
は
、
本
会
の
活
動
上
生
じ
た
疑
義
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
東
京

地
方
裁
判
所
を
第
一
審
の
専
属
的
合
意
管
轄
裁
判
所
と
す
る
こ
と
に
合
意
す
る

も
の
と
す
る
。

 
 第
１
２
条
（
共
同
著
作
物
）

 
本
会
は
、
活
動
の
中
で
複
数
の
会
員
や
当
社
、
ま
た
は

K
D

D
I
研
究
所
に
よ
り

共
同
で
新
規
に
開
発
さ
れ
た
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
に
対
し
、
別
途
販
売
権
・
知
的
財

産
権
な
ど
に
関
す
る
契
約
を
行
な
う
。

 
 第
１
３
条
（
商
標
や
ロ
ゴ
マ
ー
ク
等
の
使
用
）

 
１
．
本
会
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク
等
の
商
標
、
本
会
の
表
示
（
文
字
、
写
真
、
イ
ラ
ス
ト

等
）
ま
た
は
本
会
の
著
作
権
（
以
下
、
商
標
権
等
と
い
う
）
は
、
本
会
が
権

利
を
有
す
る
為
、
会
員
は
無
断
で
使
用
、
転
載
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

 
２
．
当
会
に
帰
属
す
る
商
標
権
等
の
使
用
、
転
載
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
概
要

（
会
社
名
、
担
当
者
名
、
具
体
的
な
事
業
内
容
、
商
標
権
等
の
使
用
目
的
、

等
）
を
明
記
し
、
事
前
に
事
務
局
に
認
可
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
３
．
商
標
権
等
の
使
用
、
転
載
の
目
的
や
内
容
が
、
本
会
の
理
念
に
反
す
る
場
合
、

ま
た
は
営
利
目
的
と
し
て
利
用
さ
れ
る
場
合
（
例
え
ば
、
商
標
権
等
の
使
用
、

転
載
に
よ
り
本
会
が
当
該
会
員
と
何
ら
か
の
関
係
に
あ
る
な
ど
の
印
象
を
与

え
、
当
該
会
員
の
営
利
活
動
な
い
し
営
利
活
動
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
と
受

け
取
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
）
は
、
使
用
を
禁
ず
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
、
本
会
は
当
該
会
員
に
対
し
警
告
も
し
く
は
注
意
を

与
え
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
と
す
る
。

 
４
．
商
標
権
等
の
使
用
、
転
載
を
許
諾
し
た
場
合
で
も
、
そ
の
後
本
会
の
イ
メ
ー

ジ
に
沿
わ
な
い
場
合
や
、
事
情
の
変
更
に
よ
り
、
後
日
使
用
、
転
載
を
禁
ず

る
場
合
が
あ
る
。

 
 第
１
４
条
（
義
務
）

 
本
会
が
会
員
に
対
し
以
下
の
内
容
で
有
益
な
支
援
を
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ

の
経
過
、
結
果
等
を
、
会
員
は
本
会
に
対
し
報
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
、
特
別
会
員
及
び
一
般
会
員
は
本
会
に
対
し
別
途
定
め
る
価
格
表
や
事
前
の
通

知
さ
れ
た
手
数
料
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
１
．
受
注
（
情
報
・
提
案
、
等
）

 
２
．
開
発
・
研
究
（
共
同
開
発
・
開
発
依
頼
、
等
）

 
３
．
営
業
・
販
売
（
セ
ミ
ナ
ー
発
表
、
展
示
会
出
展
、
等
）

 
４
．
企
業
紹
介
（
パ
ー
ト
ナ
ー
、
顧
客
、
等
）

 
５
．
そ
の
他
、
事
業
支
援
に
伴
う
全
般

 
  第
１
５
条
（
損
害
賠
償
）

 
１
．
本
会
を
通
じ
て
知
り
得
た
情
報
ま
た
は
製
品
等
に
よ
っ
て
会
員
が
損
害
を
被

っ
た
場
合
と
い
え
ど
も
、
本
会
は
、
会
員
に
対
し
て
一
切
責
任
を
負
わ
な
い

も
の
と
す
る
。

 
２
．
第
１
３
条
第
４
項
に
よ
る
理
由
に
よ
り
使
用
・
転
載
を
禁
止
さ
れ
た
当
該
会

員
が
、
そ
の
事
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
場
合
で
も
、
当
会
は
そ
の
損
害
を
賠

償
し
な
い
。

 
３
．
会
員
が
本
規
約
お
よ
び
そ
の
他
諸
規
定
等
に
違
反
す
る
行
為
、
ま
た
は
不
正

も
し
く
は
違
法
な
行
為
に
よ
っ
て
本
会
に
損
害
を
与
え
た
場
合
に
は
、
本
会

は
当
該
会
員
に
対
し
て
本
会
の
被
っ
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。

 
 

第
２
章
 
運
営
委
員
会

 
 第
１
６
条
（
運
営
委
員
会
組
織
）

 
１
．
運
営
委
員
会
は
、
本
会
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す
る
委
員
会
で
あ
り
次

の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
構
成
員
と
し
て
組
織
す
る
。

 
（
１
）
運
営
委
員
長

 
（
２
）
運
営
副
委
員
長

 
（
３
）
運
営
委
員

 
２
．
第
１
項
の
委
員
会
に
は
、
同
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を

列
席
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
（
１
）
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
長

 
（
２
）
事
務
局

 
（
３
）
そ
の
他
、
委
員
長
が
特
に
必
要
と
認
め
た
者

 
 第
１
７
条
（
運
営
委
員
長
等
）

 
１
．
運
営
委
員
長
、
運
営
副
委
員
長
お
よ
び
運
営
委
員
は
、
事
務
局
か
ら
選
任
す

る
も
の
と
す
る
。

 
２
．
運
営
委
員
長
は
、
運
営
委
員
会
を
代
表
し
、
委
員
会
を
統
括
す
る
。

 
 第
１
８
条
（
審
議
事
項
）

 
運
営
委
員
会
は
、
次
の
各
号
の
事
項
に
つ
い
て
審
議
す
る
。

 
１
．
本
会
の
運
営
に
関
す
る
事
項

 
２
．
部
会
・
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
の
設
立
、
廃
止
に
関
す
る
事
項

 
３
．
部
会
・
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
の
運
営
に
関
す
る
事
項

 
４
．
部
会
・
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
の
幹
事
会
員
の
委
嘱
、
解
嘱
に
関
す
る
事
項

 
５
．
そ
の
他
、
委
員
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項

 
 

第
３
章
 
部
会
・
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会

 
 第
１
９
条
（
部
会
・
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
組
織
）

 
１
．
本
会
に
は
、
次
の
部
会
を
置
く
。

 
（
１
）
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
部
会
：

 
会
員
、
当
社
お
よ
び

K
D

D
I研
究
所
の
ビ
ジ
ネ
ス
を
市
場
の
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ

に
営
業
展
開
し
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
販
売
、
シ
ス
テ
ム
開
発
、
サ
ポ
ー
ト
、
コ
ン

サ
ル
テ
ィ
ン
グ
な
ど
で
顧
客
獲
得
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
活
用
し
た
共
同
事

業
を
展
開
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 
２
．
部
会
に
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

 
 第
２
０
条
（
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
）

 
１
．
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
は
、
部
会
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
、
部
会
内
に
設
置
す

る
テ
ー
マ
ご
と
の
専
門
委
員
会
で
あ
り
、
会
員
の
選
択
に
よ
り
ビ
ジ
ネ
ス
研

究
会
に
所
属
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
２
．
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
は
、
次
の
活
動
を
行
な
う
。
具
体
的
な
活
動
内
容
は
、
個

別
の
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
（
１
）
年
間
活
動
計
画
の
策
定
お
よ
び
実
行

 
（
２
）
広
報
活
動

 
（
３
）
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
登
録
・
更
新

 
（
４
）
そ
の
他

 
 第
２
１
条
（
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
役
員
）

 
１
．
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
に
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
長
（
以
下
、
研
究
会
長
と
い
う
）

を
置
く
。

 
２
．
研
究
会
長
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
参
加
会
員
の
中
か
ら
選
任
し
、
運
営
委
員

会
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。
任
期
は
原
則

1
年
間
と
す
る
。

 
 第
２
２
条
（
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
の
設
立
）

 
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
設
立
し
、
運
営
委
員
会
の
決
議

を
も
っ
て
設
立
す
る
。

 
１
．
事
務
局
の
立
案

 
２
．
会
員
の
立
案

 
３
．
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
の
分
割
も
し
く
は
合
併

 
 第
２
３
条
（
部
会
・
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
の
廃
止
）

 
部
会
お
よ
び
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
の
廃
止
は
、
運
営
委
員
会
に
て
決
定
す
る
。

 
 第
２
４
条
（
運
営
費
等
）

 
１
．
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
部
会
に
属
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
が
そ
の
活
動
を
通
じ
て

得
た
収
益
は
、
本
会
お
よ
び
参
加
会
員
の
貢
献
度
に
応
じ
て
配
分
す
る
。
ま

た
、
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
活
動
に
必
要
と
な
る
経
費
は
、
本
会
お
よ
び
参
加
会

員
が
負
担
す
る
。

 
２
．
運
営
委
員
会
お
よ
び
事
務
局
の
活
動
に
必
要
と
な
る
経
費
は
、
本
会
が
負
担

す
る
。

 
 第
２
５
条
（
細
目
）

 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
部
会
・
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
に
関
し
、
必
要
な

細
目
は
、
部
会
・
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
が
定
め
る
。

 
 第
２
６
条
（
秘
密
保
持
等
）

 
ビ
ジ
ネ
ス
研
究
会
ご
と
に
必
要
に
応
じ
て
、
会
員
、
当
社
、

K
D

D
I研
究
所
の
当

事
者
間
で
、
個
別
に
秘
密
保
持
契
約
等
を
締
結
し
、
秘
密
保
持
に
つ
い
て
万
全
を

期
す
も
の
と
す
る
。

 
 

第
４
章
 
個
人
情
報
の
取
扱
い

 
 第
２
７
条
（
個
人
情
報
の
取
得
）

 
本
会
は
、
会
員
の
代
表
者
及
び
担
当
者
並
び
に
会
員
よ
り
の
個
人
情
報
を
本
規
約

第
4
条
に
定
め
る
本
会
の
活
動
内
容
の
運
営
を
実
施
す
る
目
的
で
会
員
よ
り
収

集
す
る
。
な
お
、
当
該
個
人
情
報
は
、
当
社
と

K
D

D
I
研
究
所
で
共
同
保
有
す

る
。

 
 第
２
８
条
（
本
会
及
び
会
員
の
個
人
情
報
の
取
扱
い
）

 
１
．
本
会
は
、
会
員
の
代
表
者
及
び
担
当
者
の
個
人
情
報
に
つ
い
て
第

4
条
の
活

動
を
実
施
す
る
た
め
に
会
員
に
公
開
す
る
。

 
２
．
当
社
及
び

K
D

D
I
研
究
所
は
、
会
員
の
同
意
を
得
ず
、
当
該
個
人
情
報
に

つ
い
て
第
三
者
（
上
記

1
項
を
除
く
）
に
提
供
し
な
い
。

 
３
．
会
員
よ
り
提
供
さ
れ
る
技
術
者
情
報
に
つ
い
て
、
本
会
が
紹
介
等
を
行
う
に

際
し
、
他
の
会
員
に
開
示
す
る
際
は
、
ス
キ
ル
、
経
験
等
個
人
が
識
別
で
き

な
い
情
報
を
開
示
す
る
も
と
の
と
す
る
。

 
４
．
会
員
は
、
本
会
に
個
人
情
報
を
提
供
す
る
代
表
者
、
担
当
者
、
技
術
者
情
報

に
記
述
さ
れ
る
本
人
の
個
人
情
報
を
本
会
に
提
供
す
る
に
際
し
て
、
本
人
の

同
意
を
得
て
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

 
５
．
会
員
は
、
本
会
よ
り
公
表
を
受
け
た
個
人
情
報
に
つ
い
て
、
厳
正
に
取
扱
い
、

漏
洩
ま
た
は
紛
失
、
盗
難
等
に
留
意
し
て
取
り
扱
う
も
の
と
し
、
会
員
以
外

の
個
人
、
法
人
に
本
人
の
同
意
な
く
開
示
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
。

 
 第
２
９
条
（
個
人
情
報
に
関
す
る
問
合
わ
せ
窓
口
）

 
本
会
は
、
個
人
情
報
に
関
す
る
本
人
よ
り
の
開
示
請
求
、
利
用
停
止
請
求
、
及
び

苦
情

/相
談
窓
口
を
以
下
に
設
置
す
る
。
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別
項

 
 

K
T-

N
E

T
会
費
に
つ
い
て

 
 K

T-
N

E
T（

K
no

w
le

dg
e 

an
d 

Te
ch

no
lo

gy
 in

fo
rm

at
io

n 
N

et
w

or
k）
会
員
規
約

（
以
下
、
本
規
約
と
い
う
）
第
６
条
記
載
の
会
費
は
、
以
下
の
通
り
定
め
る
。

 
 １
．
区
分

 
本
会
は
、
会
員
に
提
供
す
る
内
容
を
下
表
の
よ
う
に
定
め
る
。
（
１
口
登
録
）

 

 

特
別
会
員

一
般
会
員

賛
助
会
員

技
術
情
報

無
償

無
償

無
償

セ
ミ
ナ
ー

無
償

4
0
%
引
き

4
0
%
引
き

K
D
D
I研
究
所
製
品

2
0
%
引
き

-
-

上
項
に
対
す
る
教
育

2
0
%
引
き

-
-

分
科
会
参
加
数

複
数

複
数

複
数

 
 ２
．
金
額

 
本
会
は
、
会
員
区
分
ご
と
に
以
下
の
年
会
費
を
定
め
る
。
（
金
額
は
税
別
）

 
（
ア
）
特
別
会
員
 
 
１
２
０
万
円

 
（
イ
）
一
般
会
員
 
 
 
１
２
万
円

 
（
ウ
）
賛
助
会
員
 
 
 
１
２
万
円

 
 ３
．
支
払
条
件

 
（
１
）
会
費
は
年
会
費
で
あ
り
、
そ
の
支
払
い
方
法
に
は
、
入
会
申
込
み
時
に
「
初

月
一
括
払
い
」
と
「
預
金
口
座
振
替
・
自
動
支
払
い
（
以
下
、
自
動
払
込
）
」

を
選
択
で
き
る
。

 
 （
２
）
「
初
月
一
括
払
い
」
の
場
合

 
（
ア
）
会
員
は
、
当
社
か
ら
発
行
す
る
年
会
費
請
求
書
に
従
い
、
所
定
の
口
座
に

現
金
で
支
払
う
も
の
と
す
る
。

 
（
イ
）
次
年
度
以
降
の
年
会
費
は
、
当
該
期
間
満
了
日
ま
で
に
支
払
う
も
の
と
す

る
。

 
 （
３
）
「
自
動
払
込
」
の
場
合

 
（
ア
）
会
員
は
、
自
動
振
替
に
よ
り
、
所
定
の
口
座
に
払
い
込
む
も
の
と
す
る
。

但
し
、
本
払
込
み
手
続
き
が
完
了
す
る
ま
で
の
期
間
ま
た
は
手
続
き
完
了
後
、

銀
行
口
座
へ
の
入
金
が
確
認
で
き
な
い
期
間
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
当
社

か
ら
発
行
す
る
「
当
該
月
数
分
の
年
会
費
」
請
求
書
に
従
い
、
所
定
の
口
座

に
現
金
で
支
払
う
も
の
と
す
る
。

 
（
以
下
余
白
）

 




